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確
定
申
告
の
内
容
を
間
違
え
て
い
た

り
、
う
っ
か
り
確
定
申
告
を
行
う
の
を
忘

れ
て
い
た
な
ど
は
あ
り
ま
せ
ん
か
。
も
う

一
度
ご
確
認
く
だ
さ
い
。

★
所
得
税
を
過
大
申
告
し
て
い
た
場
合
★

　

確
定
申
告
書
を
提
出
し
た
後
で
、
税
額

を
多
く
申
告
し
て
い
た
こ
と
に
気
付
い
た

時
は
、「
更
正
の
請
求
」
を
し
て
正
し
い

税
額
へ
訂
正
を
求
め
る
こ
と
が
で
き
ま

す
。

　

こ
の
更
正
の
請
求
を
行
う
場
合
は
、
税

務
署
ま
た
は
国
税
庁
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
に
用

意
し
て
あ
る「
更
正
の
請
求
書
」
に
、
既

に
申
告
し
た
金
額
と
訂
正
す
べ
き
金
額
な

ど
を
記
入
し
て
、
所
轄
の
税
務
署
長
に
提

出
し
て
く
だ
さ
い
。

　
★
所
得
税
を
過
小
申
告
し
て
い
た
場
合
★

　

確
定
申
告
書
を
提
出
し
た
後
で
、
税
額

を
少
な
く
申
告
し
て
い
た
こ
と
に
気
付
い

た
時
は
、「
修
正
申
告
」
を
し
て
正
し
い

税
額
に
修
正
す
る
必
要
が
あ
り
ま
す
。

　

修
正
申
告
を
行
う
場
合
は
、
税
務
署
に

用
意
し
て
あ
る
申
告
書
Ｂ
第
一
表
と
第
五

表（
修
正
申
告
書
・
別
表
）
に
、
既
に
申

告
し
た
金
額
と
修
正
す
べ
き
金
額
な
ど
を

記
入
し
て
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。

　

修
正
申
告
や
、
税
務
署
か
ら
指
導
を
受

け
た
場
合
、
新
た
に
納
め
る
こ
と
と
な
っ

た
所
得
税
の
ほ
か
に
、
過
少
申
告
加
算
税

ま
た
は
重
加
算
税
や
延
滞
税
が
か
か
る
こ

と
が
あ
り
ま
す
。

税務課

★
固
定
資
産
課
税
台
帳（
評
価
額
）
の

縦
覧
に
つ
い
て
★

　
「
土
地
価
格
等
縦
覧
帳
簿
」、「
家
屋
価

格
等
縦
覧
帳
簿
」
の
縦
覧
に
つ
い
て
詳
し

く
は
次
の
と
お
り
で
す
。

日
時

　

４
月
１
日（
水
）～
４
月
30
日（
木
）

　

午
前
８
時
30
分
～
午
後
５
時
15
分
ま
で

（
た
だ
し
、
土
日
祝
祭
日
は
除
く
）

場
所　

役
場
税
務
課

対
象
者

　

固
定
資
産
税
の
納
税
者（
ま
た
は
納
税

者
の
同
居
親
族
・
代
理
人
。
た
だ
し
、

同
居
親
族
は
納
税
通
知
書
ま
た
は
課
税

明
細
書
が
、
代
理
人
は
代
理
人
選
任
届

ま
た
は
委
任
状
が
必
要
で
す
。）

持
ち
物

　

個
人
は
認
め
印
、
法
人
は
社
印
と
本
人

確
認
が
で
き
る
も
の（
例
え
ば
納
税
通

知
書
な
ど
）

★
口
座
振
替
を
申
し
込
ま
れ
て
い
る
方
へ
★

　

口
座
振
替
は
各
納
期
限
が
振
替
日
と
な
り

ま
す
。
納
期
限
の
前
日
ま
で
に
預
金
残
高
を

ご
確
認
く
だ
さ
い
。

★
前
納
報
奨
金
制
度
が
令
和
３
年
度
よ
り

廃
止
さ
れ
ま
す
★

　

令
和
２
年
度
は
前
納
報
奨
金
制
度
の
適
用

が
最
終
年
度
に
な
り
ま
す
。

　

令
和
３
年
度
は
前
納
報
奨
金
制
度
の
適
用

が
さ
れ
ま
せ
ん
。

●
令
和
２
年
度
か
ら
前
納
を
期
別
に
し
た
い

　

４
月
20
日（
月
）
ま
で
に
届
出
を
し
て
く

だ
さ
い
。

　

仮
に
前
納
と
期
別
が
重
複
し
た
場
合
は
、

金
融
機
関
よ
り
入
金（
１
週
間
程
度
）
が
あ

り
し
だ
い
速
や
か
に
還
付
い
た
し
ま
す
。（
５

月
末
予
定
）

●
令
和
３
年
度
か
ら
前
納
か
ら
期
別
に
し
た
い

　

５
月
１
日（
金
）
か
ら
令
和
３
年
１
月
20

日（
水
）
ま
で
に
口
座
振
替
依
頼
書
を
提
出

し
て
く
だ
さ
い
。（
令
和
２
年
度
の
届
出
と

区
別
す
る
た
め
）

●
口
座
振
替
で
前
納
し
た
い

　

口
座
振
替
の
方
で
、
期
別
を
前
納
に
変
更

す
る
場
合
は
、「
口
座
振
替
依
頼
書
」
を
提

出
い
た
だ
く
必
要
が
あ
り
ま
す
。
お
手
数
で

す
が
、
銀
行
の
お
届
印
を
ご
持
参
の
う
え
、

４
月
20
日（
月
）
ま
で
に
役
場
税
務
課
⑤
番

窓
口
で
手
続
き
し
て
く
だ
さ
い
。

●
納
付
書
で
前
納
し
た
い

　

前
納
用
の
納
付
書
を
ご
利
用
く
だ
さ
い
。

令
和
３
年
度
以
降
、
従
来
ど
お
り
前
納
さ
れ

今
月
の
納
税

　

固
定
資
産
税　

第
１
期

　
　
　
　
　
　
　

４
月
30
日（
木
）

　

軽
自
動
車
税　

全
期

　
　
　
　
　
　
　

４
月
30
日（
木
）

延
長
窓
口
サ
ー
ビ
ス

　

毎
週
水
曜
日
は
、
午
後
７
時
ま
で
税

務
課
窓
口
業
務
を
延
長
し
て
い
ま
す
。

　

町
税
の
納
付
な
ど
ご
利
用
さ
れ
た
い

方
は
お
気
軽
に
ご
利
用
く
だ
さ
い
。

る
方
は
、
第
１
期
か
ら
第
４
期
の
納
付
書
を

ま
と
め
て
使
用
し
て
く
だ
さ
い
。全
期
前
納
、

コ
ン
ビ
ニ
納
付
も
４
月
30
日（
木
）
ま
で
で

す
。

★
Ｌ
Ｉ
Ｎ
Ｅ　

Ｐ
ａ
ｙ
で
も
町
税
が
納
付
で

き
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
★

　

令
和
２
年
度
よ
り
、
こ
れ
ま
で
の
Ｐ
ａ
ｙ

Ｂ
ア
プ
リ
、
Ｐ
ａ
ｙ
Ｐ
ａ
ｙ
に
加
え
Ｌ
Ｉ
Ｎ

Ｅ　

Ｐ
ａ
ｙ
で
の
町
税
納
付
が
で
き
よ
う
に

な
り
ま
し
た
。

　

各
ア
プ
リ
か
ら
納
付
書
の
バ
ー
コ
ー
ド
を

読
み
取
っ
て
く
だ
さ
い
。
バ
ー
コ
ー
ド
は
納

期
限
内
の
み
読
み
取
り
可
能
で
す
。

※
軽
自
動
車
税
納
付
に
ス
マ
ホ
ア
プ
リ
を
使

用
す
る
際
は
ご
注
意
く
だ
さ
い
!!

　

ス
マ
ホ
ア
プ
リ
を
使
用
し
た
場
合
、
納
付

情
報
が
役
場
税
務
課
に
到
達
す
る
ま
で
に
時

間
が
か
か
り
車
検
用
納
税
証
明
の
発
送
も
遅

く
な
り
ま
す
。５
月
中
に
車
検
予
定
の
方
は
、

ス
マ
ホ
ア
プ
リ
で
は
な
く
金
融
機
関
、
コ
ン

ビ
ニ
で
の
現
金
納
付
を
お
勧
め
し
て
い
ま

す
。

税務署

申告


